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総合科学技術会議 

第４９回生命倫理専門調査会議事概要（案） 

 

日 時：平成２０年７月１６日（水）１６：００～１８：００ 

場 所：中央合同庁舎４号館 共用第１特別会議室（１１階） 

 

出席者：（委員）薬師寺泰蔵、本庶佑、相澤益男、奥村直樹総合 

科学技術会議議員 

石井美智子、位田隆一、小倉淳郎、高坂新一、高木美也子、 

田村京子、知野恵子、樋口範雄、町野朔、森崎隆幸、 

吉村泰典専門委員 

文部科学省：研究振興局 永井雅規生命倫理・安全対策室安全対策官 

      研究振興局 菱山豊ライフサイエンス課課長 

経済産業省：生物化学産業課 作田竜一事業環境整備室長 

厚生労働省：雇用均等・児童家庭局 宮嵜雅則母子保健課課長 

国立成育医療センター研究所：生殖医療研究部 阿久津英憲生殖技術研究室長 

事務局：大江田憲治審議官、三宅真二参事官、重藤和弘参事官 

 

議 事：１．開 会 

２．議 事 

  議 題 

 （１）「人クローン胚の研究目的の作成・利用のあり方について

（第一次報告）」の３前核胚の利用について 

 （２）ヒトＥＳ細胞の樹立および使用に関する指針について 

３．閉 会 

 

（配布資料） 

  資料１   総合科学技術会議 第４８回生命倫理専門調査会議事概要 

        （案） 

  資料２   人クローン胚の研究目的の作成・利用のあり方について 

         ─ヒト受精胚の除核卵を用いた人クローン胚の作成─ 

  資料３   受精卵を用いたクローン技術─３前核胚の応用─ 

  資料４   ３前核胚からのクローン胚作成 

  資料５   ＥＳ細胞指針における使用研究について論点 

 

議事概要： 

資料 1 
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（薬師寺会長）それでは、時間になりましたので、本日は、暑い中、本当に、

京都も多分暑いと思いますけれども、東京も蒸し暑くて、本当にありがとうご

ざいます。 

 第４９回生命倫理専門調査会になります。開催させていただきたいと思いま

す。 

 最初に、資料の確認を事務局にしてもらいます。よろしくお願いいたします。 

（三宅参事官）それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第、配布資料という１枚紙の次が、資料の１が、前回、第４８回の議

事概要（案）でございます。それから資料２が、人クローン胚の研究目的の作

成・利用のあり方についてという文科省の資料が資料２でございます。 

 それから資料３が、受精卵を用いたクローン技術ということで、国立成育医

療センターの阿久津先生の資料が資料３でございます。 

 それからＡ４縦が資料４、吉村委員の説明資料という形のものが資料４でご

ざいます。 

 資料５が、Ａ４、１枚紙で、ＥＳ細胞指針における使用研究について論点と

いうものでございます。 

 以上、過不足ございませんでしょうか。 

 傍聴の方には、大変申しわけございませんが、机上配付資料という形で、こ

れからしばらく使うものといたしまして、各委員の名前をつけさせていただい

ておりますが、前回の第４８回で使いました資料が配付されておりまして、表

紙をあけていただきますと、右上に耳がついてございますが、人クローン胚の

研究目的の作成・利用のあり方について（第一次報告）というものの冊子がと

じてございます。 

 次に、それにつきまして、前回の本専門調査会での文部科学省の説明資料で

ございます。 

 その次に耳がついてございますのは、平成１６年に総合科学技術会議が意見

具申をいたしましたヒト胚の取り扱いに関する基本的考え方というものがとじ

てございます。 

 それから、次の耳は最後のほうについてしまいまして、縦書きで、逆の場所

についておりますが、現行のＥＳ細胞指針がついてございます。 

 それから、次の耳が、資料４－１と書いてございますが、前回の本生命倫理

専門調査会で使いましたヒトＥＳ細胞使用研究についてというものが、４－１

と４－２、２つついてございます。 

 それから、その後ろにその際に使いましたヒト胚についての検討全体像とい

うのが、Ａ４縦のものがついてございます。 
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 こういう冊子が一つずつございます。これにつきましては、先生方の名前が

特定されてございますので、書き込みは自由でございますけれども、毎回、専

門調査会が終わりましたら、席の上にお残しいただければと思います。 

 以上でございます。 

（薬師寺会長）資料が、机上資料以外は５までございます。 

 それから、机上資料でございますけれども、これは、もう委員の先生方には

いろいろなご議論をしていただくための資料を用意させていただきました。終

わりましたら残していただければ結構でございます。 

 それで、ご自分のお名前がありますので、中にもう書き入れていただいても

結構でございますので、アンダーラインを引くなり、コメントを書いたり、結

構でございますので、そういう点では、委員の先生たちの資料ということにな

ります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、前回の議事録の確認でございます。 

 資料１のとおりでございまして、先生方のご発言の部分については、事前に

送付をさせていただいて、ご確認をいただいております。 

 それでは、ご承認いただけますでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、議題の１に入らせていただきたいと思います。 

 議題の１は、ここにございますように、人クローン胚の研究目的の作成・利

用のあり方について、第一次報告の中にありますような３前核胚の利用につい

てでございます。 

 これは、私どもが２年以上前に出しました報告書のときの共通理解がござい

まして、新しいことがどんどん起こってきますので、それは先生方のご議論の

中でも共有させていただきたいということでございますので、少し前回のご議

論の中にも出ておりましたけれども、３前核胚の利用について、新しい知見が

出ておりますので、その部分について少し資料を用意いたしまして、ご専門の

先生もお招きして、新しい考えの中にどういうような我々は理解をしたらいい

かということでございますので、最初に文部科学省から検討についてご説明を

していただきたいと思います。 

 よろしくどうぞお願いいたします。 

（永井安全対策官）それでは、お手元の資料２に基づきましてご説明させてい

ただきたいと思います。 

 お手数でございますけれども、まず３ページからということでご説明させて

いただきます。 

 先ほど、薬師寺先生からお話ございましたように、平成１６年７月の総合科

学技術会議の意見におきまして、このときに決まったことというのは、そのう
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ちの一つとして、人クローン胚の研究目的での作成・利用というものをほかの

治療法のない難病等に対する再生医療のための基礎的な研究の目的に限って容

認すると、そういったことを平成１６年７月にお決めいただいたという経緯が

ございます。その中で、関係府省に対して、必要な枠組みは整備すべきである

というような宿題をいただいているところでございます。 

 こうした意見を踏まえまして、今、文部科学省におきましては、その意見の

内容を反映した指針や省令の改正の作業に入っているところでございます。 

 その結果につきまして、基本的な考え方は、平成２０年の２月に、検討結果

として、基本的にはどういう方針でやるかというようなことは、その第一次報

告、机上配付資料にも入ってございますけれども、その中で取りまとめさせて

いただいたということでございます。 

 大変恐縮でございますが、１ページ戻っていただきまして、２ページに、そ

もそも人クローン胚ということでございますが、もうご承知かと思いますけれ

ども、人クローン胚というのは、ヒトの体細胞の核をヒト除核卵に移植するこ

とによって生ずるものであるということで、胎内に戻すということになると、

人クローン個体になる可能性があるものということで、クローン等規制法によ

って、今、戻すことは禁止されているということでございます。 

 しかしながら、平成１６年に、総合科学技術会議の意見の中で、その人クロ

ーン胚の研究目的の作成・利用はお認めいただいたというふうなことでござい

ます。 

 これまで人クローン胚の作成につきましては、女性の絵がかいてございます、

その下に※が書いてございますけれども、ヒトの未受精卵の核を取り除いたも

の、これはヒト除核卵でございますけれども、これにヒト体細胞の核を移植し

まして、それから人クローン胚をつくるという流れでございました。 

 平成１６年７月の意見を取りまとめていただいた当時の科学的知見におきま

しては、人クローン胚を作成するに当たっては、この未受精卵由来のものでし

かできないのではないかということが前提になってございました。 

 すなわち、受精卵を用いたクローン作成というのは不可能であるというのが

当時の知見でございまして、平成１６年の報告書におきましても、未受精卵を

用いたクローン作成が前提にあるような書き方になってございます。 

 今回、新たな知見で、未受精卵以外にも受精卵を用いてクローンを作成する

ことも可能であるというような知見が新たに見られましたので、これは後ほど

阿久津先生からご説明いただけるというふうに承っておりますけれども、そう

いったことを踏まえて今回新たな、その点について検討させていただくという

ことでございます。 

 ４ページでございます。 
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 検討した事項としましては、関係指針、先ほど申しましたように、報告書を

踏まえまして関係指針の検討を行ってございまして、その中で、報告書の中で

は、この４つについてまとめさせていただきました。 

 一つは、人クローン胚の作成・利用の範囲、２番目に人クローン胚研究にお

けるヒト除核卵の入手のあり方、３番目が人クローン胚研究における体細胞の

入手のあり方、研究実施機関等のあり方ということで、こういったものすべて

を網羅したような形で省令と指針の作成に入っているわけでございますけれど

も…… 

（薬師寺会長）ちょっとその前に確認で、私どもの報告書の中には条件がきち

んと書いておりまして、それは、何が何でも基礎研究が解禁ということではな

くて、やはり安全性に対する科学的な知見、それから女性を道具にしない。そ

れから、実際に基礎研究をやる研究機関は限定をすると、こういうことでござ

いまして、それでここの４ページのこういう表題になったということでござい

ます。 

（永井安全対策官）恐縮でございます。 

 その中で、今回②、人クローン胚研究におけるヒト除核卵の入手のあり方と

いうことで、これまでの知見、繰り返しになりますけれども、未受精卵のみを

想定していたわけでございますけれども、この検討の中で、新たな知見を踏ま

えまして受精卵、特に３前核胚というものでございますけれども、これの入手

のあり方についてもあわせて文科省のほうで検討させていただいたということ

でございます。 

 １ページ飛びまして、６ページ目でございます。 

 まず、ヒト受精胚を用いた人クローン胚の作成・利用に関する研究の状況で

ございますけれども、従来は受精胚由来の除核卵を用いた場合には、クローン

胚を作成するのに体細胞の核を移植した後、胚発生がほとんど起こらない。し

たがって、クローン胚研究には適さない。受精胚由来の除核卵は適さないと考

えられてきたわけです。 

 しかしながら、平成１９年６月に、これはアメリカの研究でございますけれ

ども、マウスによる実験で一細胞の分裂期の受精胚への核移植によってクロー

ン胚を作成し、ＥＳ細胞を樹立することに成功したということが発表されてご

ざいます。 

 したがいまして、文科省の審議、今回その報告書を取りまとめるに当たって

３２回ぐらい審議したわけでございますけれども、こうした発表を受けまして、

その後、集中的にこの受精胚を用いた人クローン胚の作成についてどう考える

かということを集中的に審議させていただいたということで、それも今回の報

告に反映させていただいているというものでございます。 



－6－ 

 次のページでございます。７ページでございます。 

 そもそも、平成１６年７月に総合科学技術会議でまとめていただいたヒト胚

の取り扱いに関する基本的考え方と今回の点との関係についてご紹介させてい

ただきますと、総合科学技術会議の意見の中では、研究目的のヒト受精胚の作

成・利用につきましては、次の場合について容認いただいているということで

ございます。 

 一つは、生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用、もう一つはヒ

トＥＳ細胞の樹立のための余剰胚の利用、この２つについて容認いただいてい

るということで理解してございます。 

 その次のポツ、これもこのときの意見の引用でございますけれども、その他

の研究につきましては、将来的に新たな研究目的が生じた際には、基本原則に

のっとって、その容認の可否を検討すべきということで書いておられます。 

 この基本原則というのは、下のコメントで書いているところでございますけ

れども、ヒト受精胚尊重の原則の例外が許容される要件、すなわち、受精胚の

滅失を伴う取扱いが認められる要件といたしましては、一つとして、十分な科

学的合理性に基づいたものであること、もう一つは社会的に妥当なものである

こと、さらに、その他、人に直接かかわる場合には、人の安全性に十分な配慮

がなされることということが基本原則であったということでございます。 

 したがいまして、今回の受精胚につきましても、この基本原則にのっとって

認められるかどうかということを検討させていただいたということでございま

す。 

 次のページでございます。 

 ヒト受精胚の取扱いに対する先ほど申し上げました基本的考え方にのっとっ

て、今回のヒト受精胚をクローン胚の作成に用いるということがどうかという

ことを検討いただいたところでは、まず一つは、科学的合理性につきましては、

受精胚を使ったクローン技術がマウスで確立されているという知見が得られて

いると。また、凍結する際の、保存のための凍結の抵抗性が強まる等の点で、

クローン胚作成の可能性を高めるということも考えられるということで、科学

的合理性はあるであろうというようなご判断をいただいてございます。 

 もう一つ、総合科学技術会議において、難病等に対する再生医療の基礎的な

研究目的に限定してクローン胚を作成・利用することは、社会的妥当性がある

ということでいただいてございますので、今回のクローン胚研究にヒト受精胚

を用いることは、総合科学技術会議意見におけるヒト受精胚を滅失させる取り

扱いが例外的に認められたような要件に合致するということが、文科省の科学

技術・学術審議会の検討でそういった結論をいただいているところでございま

す。 
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 次に、次のページでございますが、今回提供を受けることとした受精胚は、

実は、受精胚すべてではなくて、そのうちのいわゆる３前核胚と呼ばれるもの

に限定させていただいてございます。 

 ３前核胚と申しますのは、この下の吹き出しで書いてございますけれども、

生殖医療の過程で、精子が、卵子に２つ以上入る多精子受精でありますとか、

卵子の極体の放出不全というようなことによって、体外受精、生殖補助医療の

中で、大体３～５％の割合で発生すると言われてございます。 

 この結果、その前核の数が３つ以上認められるということで、３前核胚と称

してございます。 

 これは、生殖補助医療の現場では、子宮に移植されることはなくて、適切な

インフォームド・コンセントを受けて廃棄されるものでございます。 

 また、一部、生殖補助医療研究に利用するために凍結される場合もございま

すけれども、基本的には、子宮に戻さずに廃棄するということで取り扱われて

きているものでございます。 

 次の１０ページでございます。 

 これを３前核胚に限った理由ということで、ここでまとめさせていただいて

ございます。 

 通常、生殖補助医療で得られるヒト受精胚というのは、通常は、胚盤胞近く、

また場合によっては２細胞期、または４細胞期まで発生させて用いているわけ

でございますけれども、今回の３個以上の前核を有する胚、３前核胚でござい

ますけれども、これが生じた場合には通常廃棄されるものであるということ、

また、その生殖補助医療のプロセスを考慮しますと、クローン胚作成に用いる

１細胞期のヒト受精胚が廃棄されるのは、この３前核胚が生じた場合のみであ

るということ、また、アメリカで３前核胚を用いたクローン胚作成がマウスで

成功したと、そういった実績もあるということでございまして、今回、人クロ

ーン胚研究は初期の段階にあるということで、慎重にヒト受精胚を取り扱うと

いう観点から、現時点では生殖補助医療において廃棄することが決定された３

前核胚に限って提供を受けることができるものとするということが適当という

ことで、文科省の審議会でご判断いただいてございます。 

 したがいまして、今回は、これから文科省が指針とか省令を改正していく段

階では、これまで１６年７月の報告書では、未受精卵のみを使ってやるという

前提なんですけれども、この３前核胚につきましても、どういった場合には提

供を受けることができるのかとか、その場合のさまざまな手続というものを指

針の中で取り入れていくということでやらせていただいてございます。 

 １１ページ目以降は、ヒト受精胚、特に３前核胚に限定してございますけれ

ども、その際の入手の基本的な考え方でありますとか、それをケース・バイ・
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ケースに分けて、どういう場合に受けることができるか、また、その場合のイ

ンフォームド・コンセント等の手続について書かせていただいてございますけ

れども、これは前回ご説明させていただいたことでございます。ちょっと割愛

させていただきます。 

 以上でございます。 

（薬師寺会長）ありがとうございました。 

 ご質問、ご意見がおありになると思いますけれども、後で阿久津先生から３

前核胚を用いたクローン胚の研究の科学的な合理性についてご説明をいただい

て、それから吉村先生のほうから、これは生殖補助医療の中で出てきたもので

ございますので、その点に関しましてもご説明をいただきまして、その後、少

し議論をさせていただきたいということでよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、阿久津先生、よろしくどうぞお願いいたします。 

（阿久津先生）国立成育医療センターの阿久津です。よろしくお願いいたしま

す。 

 私の本日の説明は、お手元の資料の３番に基づいて説明をさせていただきた

いと思います。 

 まず、受精卵クローンですけれども、昨年度、体細胞のクローン羊ドリー、

それが報告されて１０年目になりました。その昨年に、ハーバードのグループ

から新たな体細胞クローンの方法、タイトルにもあります、受精卵を用いたク

ローン技術がネイチャー誌に報告されました。この方法というのは、ネイチャ

ー誌の表紙を飾るぐらいある意味インパクトがありまして、それは人クローン

胚研究へ新たな展開の可能性が大いに示唆されるということであります。今日

は、その点につきましてご説明申し上げます。 

 まず、受精卵クローンについてご説明しますが、その前に、まず受精卵クロ

ーンというものを理解するためには、受精卵の成り立ちというものをまず理解

しなければいけません。これと、これまでのクローン方法においての受精卵と

未受精卵の関係性、それと、受精卵クローンができることによって、人クロー

ン胚研究へどのような影響があるかということを説明していきたいと思います。 

 まず、受精卵の成り立ちということですけれども、受精卵、これは減数分裂

の途中、第２減数分裂の中期でとまっている未受精卵が精子と受精することに

よって受精卵が得られます。このとき、今回の受精卵クローンでは、この受精

卵というのが一つ大事なキーになります。受精した直後、卵子由来、精子由来

の核は、それぞれ前核というものを形成します。 

 この受精卵では、どんどん発生が進むことによって、前核がだんだん中央に

寄って融合してきます。 

 既に、この途中の段階でＤＮＡが倍化されておりますので、有糸分裂期に入
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って、その後、２つの細胞に分かれ、２細胞期になるということになります。 

 受精卵は、この前核を形成する間期と、それから２細胞までに分かれる間の

有糸分裂期、大きく分けてこの２つに分かれます。 

 これまでのクローン研究ですけれども、１９５０年代に、カエルによってク

ローン研究が始まりまして、１９８３年に哺乳類、マウスを使った哺乳類で細

胞、マグラスとソルターらが細胞核移植を初めて成功させます。 

 それ以降、移植するドナーの細胞は、胚性細胞、さまざまな動物で成功いた

しまして、９７年に体細胞由来のクローンが初めて成功いたします。 

 現在までに、体細胞クローンでは１３種で体細胞クローンの成功が報告され

ております。 

 これまでの体細胞クローンの方法ですけれども、それには、先ほどご説明の

あった未受精卵が主体となっておりました。未受精卵の核を取り除いて、そこ

にドナーの細胞を移植あるいは融合法で、新たな再構築胚を作成するわけです

が、これまでは、この未受精卵のみが体細胞を初期化する働きがあるというふ

うにされていました。 

 初めてこの受精卵によっては体細胞が初期化できないということを報告した

のが、１９８４年の、最初にマウスの核移植を成功させたグループで、受精卵

を使って核移植したところ、受精卵同士の核の交換では極めて高い胚発生の能

力があったわけですが、ドナー細胞を２細胞や４細胞、８細胞、それ以降の胚

の細胞ですると、胚盤胞に全く発生しなかった。それで、彼らは、受精卵とい

うのはもう既に体細胞を初期化する能力が著しく損なわれているというふうに

結論づけました。 

 それ以降も、さまざまな研究者が受精卵を用いて体細胞クローンを行いまし

たが、同様に胚盤胞までの発生というのは全く認められず、逆に未受精卵の有

用性というのが明らかに示されてきました。それで、昨年度まで、クローン法

の体細胞の初期化には未受精卵が絶対必要だとされてきました。 

 しかし、昨年度、ハーバードのグループが、受精卵でも体細胞クローンが可

能である、体細胞を初期化する能力があるというのをネイチャー誌に報告いた

しました。 

 では、なぜ受精卵クローンが可能になったか。彼らはどの点に注目したかと

いうと、一番最初に受精卵の成り立ちというところで簡単にご説明しましたが、

受精卵には間期と２細胞に分裂する直前の有糸分裂期というものがあります。

これまで、ほとんどというか、すべての研究者は、受精卵というと、この間期

の細胞を使って研究を行って、それで最終的に受精卵には初期化の能力がない

というのを結論づけてきたわけです。 

 しかし、ハーバードのグループは、受精卵でもこの２細胞に行く直前の有糸
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分裂期の細胞というものに着目いたしました。 

 受精卵クローンは、まず受精した受精卵をそのまま発生させて２細胞に行く

直前の状態、この有糸分裂期でとめるというある薬品を使いまして、ここで発

生をストップさせます。それで、この染色体を除去しまして、ドナーとなる細

胞を注入します。注入するドナーも、有糸分裂期でとめた細胞を使います。そ

うすることによって、これまでのクローン法と比べても驚くほど高率に胚盤胞

に発生するということがわかりました。これは、彼らの報告した論文から引用

したものですが、かなり細かく実験のセッティングをしていまして、これを簡

単に抽出した、大事なところだけ取り出したのが下の結果です。 

 まず、これまでと同じように、受精卵の間期の段階で使った場合は、胚盤胞

あるいは桑実胚での発生率というものは０％、これはこれまでの研究結果と全

く同じ結果でした。しかし、彼らの新しい方法の有糸分裂期のものを使った場

合、４２％と高率に桑実胚や胚盤胞へ発生することがわかりました。 

 さらに、ここが人クローン胚研究で大事な点ですけれども、彼らは受精卵は

受精卵でも異常染色体の受精卵、３前核胚を使用してクローンを行ったところ、

非常に高率に同じように胚盤胞へ発生することが示されました。 

 私は、このハーバードのグループと以前より共同研究を行い、ディスカッシ

ョンする機会が多くあります。それで、この受精卵クローンも直接彼らの研究

を拝見する機会があって、それで実際どのようにやるかというのを具体的に教

えてもらいまして、成育医療センターで行いました。実際、この受精卵クロー

ンというのは、昨年度ハーバードで報告されておりますが、その後、これに関

する研究報告がなく、これを再現できるかどうかという点に関しましても非常

に興味がありましたので行ってみました。 

 これはマウスを使った実験ですけれども、マウスの受精卵、ここに前核が見

えます。これを有糸分裂期まで持っていって、ある薬品でここでとまるように

します。そうすると、染色体の塊が、明らかでないですけれども、ここにあり

ます。それを除核しまして、今度はドナー細胞を注入します。今回は、ドナー

細胞をわかりやすいように赤く染色、たんぱくで、特殊な細胞を使いまして、

それを卵子に、除核した卵に注入しました。やはり同じように４０％程度胚盤

胞へ行くと発生率があって、そこから大体５割近い確率でＥＳ細胞が樹立でき

ると、再現できるということがわかりました。 

 彼らの大きな重要な点は、受精卵でも異常染色体の受精卵、３前核胚を使っ

て同じような方法で発生率あるいはＥＳ獲得ができるかどうかというのを試し

ています。 

 ３前核胚には２種類ありまして、多精子受精、２個の精子が受精した場合に

できる３前核胚と、あるいは受精する精子は一つで、卵子で核の放出がうまく
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いかないで３前核胚になった場合、この２つのケースにおいて彼らは受精卵ク

ローンを行いまして、同じように高い発生率と、最終的にはＥＳ細胞の樹立も

行うことができました。 

 ３前核胚の受精卵クローン法ですけれども、３前核胚は問題なく２細胞期へ

移行するんですが、その直前でやはり薬品で有糸分裂期でとめます。同じよう

に染色体を除去して、ドナー細胞を注入します。そうすると、最初にお見せし

ましたように、非常に高率に、やはり胚盤胞へ分化するということが確認でき

ました。それで、ＥＳ細胞の樹立も特に問題なくできるということが実験動物

のマウスで証明されました。 

 つまりこれまでのまとめですけれども、実験動物のマウスを使った結果では

ございますが、未受精卵を使用しないで受精卵を用いたクローン法が初めて示

されました。さらに、受精卵クローン胚由来からのＥＳ細胞が問題なく獲得で

きております。３倍体受精卵も受精卵クローン法によって応用可能であり、通

常のＥＳ細胞の樹立方法と比べて何ら難しい点もなく、ＥＳ細胞が獲得可能で

ありました。 

 これによりまして、人クローン胚研究においては、生殖補助医療過程で認め

られます染色体異常卵、３前核胚、大体約３～５％程度に認められると思いま

すが、それらの３倍体の受精卵でもクローン法に応用できる可能性が、実験動

物レベルではございますが、示されたというふうな結果でございます。 

 以上です。 

（薬師寺会長）ありがとうございました。 

 非常に詳しくご説明をしていただきました。 

 続きまして、吉村先生から、生殖医療の臨床のお立場から、少しご説明をし

ていただきたいと思います。 

（吉村専門委員）それでは、資料４をご覧いただきたいと思うんですけれども、

今、阿久津先生からご紹介ありましたけれども、クローンを作成できる細胞と

いうのは、今までは未受精卵であったわけであります。 

 これまでは、受精卵においては、これでクローン胚は作成できないというこ

とだったんですが、今、お話があったように、受精卵でも、また異常受精であ

ります３前核胚においてもクローン胚が作成できるといったことが、こういっ

たマウスの実験を初めとして、新たな知見が得られることになったわけです。 

 未受精卵を入手することなく、異常の受精、受精後の異常な胚、我々の臨床

においては廃棄する胚でありますが、こういった胚を用いて体細胞クローン胚

を作成することができるとなれば、倫理的な問題はより少なくなるのではない

かということでございます。 

 臨床において３前核期胚がどの程度の頻度があるかということを言いますと、
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大体通常の体外受精あるいは顕微授精におきまして、顕微授精においては比較

的少ないわけでありますが、大体３％から５％ぐらいに３前核期胚が認められ

ます。 

 採卵は、今、８万周期、もっと行われていると思いますが、平均の採卵数を

４個といたしますと、計算上は１万個以上の３前核期胚が発生するという計算

になります。 

 すべて臨床においては、当然のことながら患者さんにもお見せしたり、顕微

鏡でお見せしたりいたしまして、これは異常受精であるということで廃棄をし

ています。こういった胚を戻してくださいという患者さんは全くお見えになら

ないわけであります。 

 この３前核期胚はどういったことで起こるかと申しますと、精子が２個入る

といったこと、あるいは極体といって、受精が起こりますと極体が放出される

わけでありますが、二次極体と申しまして受精後に極体が放出される、極体が

放出できない場合、極体が残ってしまう場合がございます。これも異常受精で

あります。 

 それからもう一つ、disomyの精子と申しまして、２倍体の精子というものが、

非常に少ない割合ですが、正常でもございます。そういった精子が受精した場

合には３倍体になりますが、多くは、この多精子受精や極体の放出不全によっ

て３倍体ができてくるということです。 

 こういった３倍体に関しましては、私どもはすべて廃棄をしているわけでご

ざいますが、ある論文を探しますと、その３倍体の個体が発生したといった報

告が、これ、３番の論文でございますが、これは１９８６年の論文で、１つだ

けございます。私たちもこういった経験はございません。 

 その個体は、当然のことながら、すぐお亡くなりになったわけですが、３倍

体と申しますと、いつもは初期に流産します。例えば、７、８週で流産する場

合、胎児の染色体を調べますと、３倍体であるということが非常に多いわけで、

これは染色体による自然淘汰という現象でございます。 

 出生した報告がありますが、この３倍体の個体というのも多発奇形があって、

これは出生後数時間だと思いましたが、それで死亡しているということです。 

 いずれにしましても、医学的にこういった３倍体を母体に戻すということ、

母親に戻すということは考えられないことでございまして、当然危険を負わす

ことにもなりますし、通常は私たちの臨床では全く廃棄をしています。 

 ３倍体の確認は大体いつごろからできるかと申しますと、受精が起こって２

４時間前後で３倍体ということを確認いたしますと、患者さんにお話をし、ま

た、ある患者さんにおいては、顕微鏡でその写真をお見せして廃棄しているわ

けでございます。 
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 こういったものを利用する場合というのは、廃棄するということを決定して

いただきました段階で、これらを凍結保存する場合がございます。これは、将

来、いろいろな異常受精の研究とか、正常受精で起こった胚との違いとか、そ

ういったものを見るために、将来の研究のために保存をさせていただく場合が

あります。 

 以上、我々の臨床においては、３前核期胚に関しましてはすべて廃棄すると

いうようにお考えになって結構です。 

 その際には、その要するに受精が起こった段階、２４時間の段階でお話をす

る場合もありますし、それから４８時間ほどたちましてお話をする場合もござ

います。 

 これらの胚を使いまして、例えば体細胞クローン胚の研究に使うことが若い

女性から未受精卵をいただくことなく、こういったクローン胚の研究ができる

のではないかということで、非常に有用ではないかと私たちは期待をしていま

す。 

 以上でございます。 

（薬師寺会長）吉村先生、ありがとうございました。 

 それでは、少し委員の先生方にご意見とかご質問とか、そういうのをお受け

したいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

 樋口先生、どうぞ。 

（樋口専門委員）２つ質問をしたいと思います。これは基本的にすぎる質問か

もしれず、逆に現在のところでは誰に聞いてもわからないのかもしれないもの

ですが。 

 初めの阿久津先生のご報告の中で、ごく簡単に素人的な理解で言うと、今ま

でこの時期の受精卵からはクローン胚は発生できないと思っていたのが、ハー

バードグループの研究によって、ある時期のものについてはできることがわか

った。それを確認してみたというお話だったと思うのですけれども、どうして

前のほうの時期ではクローン胚ができなくて、後のほう一定の時期ではこうい

うクローン胚が作成できるのだろうかという、つまりそういう現象を確認した

後で、どうしてという話が科学者にとっては必ず疑問に思われるはずですね。

すぐにはわからなくとも仮説として今のところはどういう説明をされているの

だろう。これは、単純に、今日のこの会議の本筋の話じゃないのかもしれませ

んが、興味を持ちましたので。 

 ２点目は、後のほうの吉村先生のお話で、そのことの意味が、どういう意味

があるのかというお話をつけ加えていただいたので、きょうのご報告の趣旨が

わかってきたような気がするのです。それに関連した質問です。これはすでに

ハーバード等でこういうことが行われていて、ハーバード等ではクローン胚を
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こういう形でつくって、それについての研究がすでに先行しているというふう

に考えてよろしいのかどうかですね。 

 とりあえず２点だけ。 

（薬師寺会長）阿久津先生あるいは吉村先生。 

（阿久津先生）それでは、まず最初のご質問ですけれども。 

 確かに、これは研究テーマとして非常に興味深いところでございます。やは

り体細胞の初期化に関する因子につきましては、まだわからない点が多くあり

ます。ハーバードのグループも、この点について、これらの結果から非常な興

味を持ちまして、研究を進めているところです。 

 つい最近、Nature cell biologyというレビューの雑誌に、彼らが、この今

回の結果から細かくこれまでの文献等々あるいは新たなデータを加えまして、

レビューで報告しております。 

 ただ、現在においては、１００％明らかになったというところではございま

せんけれども、非常に興味深い知見を報告はしています。現在、研究の段階で

すが、今までわからなかった点がだんだんとわかってきた、あるいは今まで

別々なポイントであったものが、有機的につながり出してきたというのがあり

ます。 

 ハーバードでは、人においても人クローン胚研究を行っております。 

（薬師寺会長）それは３前核を使ってですか。 

（阿久津先生）３前核を使って。この人クローン胚、昨年度になりますけれど

も、最終的に、マサチューセッツ州あるいはハーバード大学等々の各委員会な

り議会で承認されまして、昨年度から行っております。 

 しかし、これは当初予定していた未受精卵を使用するというボランティアの

方が結局は昨年度は一人もおりませんで、つい最近聞いたところ、今年になっ

て一人、提供者がおられて、６個の卵子が使用でき、体細胞核移植を行ったと

いうことです。 

 それ以外にも、３前核胚及び受精卵を用いてクローンを行っておりますが、

人においてはマウスで行ったような結果が得られていないということを直接伺

っております。 

（薬師寺会長）樋口先生、よろしゅうございますでしょうか。 

（樋口専門委員）はい。 

（薬師寺会長）ほかにいかがでしょうか。 

 これは、文部科学省のこの審議会の、学術審議会の生命倫理・安全部会の中

では事実確認として既に説明もあって、それからその結論みたいなものも何か

出ているわけですか。 

（永井安全対策官）それにつきましては、平成２０年の文部科学省の第一次報
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告、席上配付させていただいたものに書かせていただいてございます。 

（薬師寺会長）どこら辺ですか。 

（永井安全対策官）目次で言いますと２－４５というところで、ヒト受精胚

（３前核胚）由来のヒト除核卵の入手という一節をかけさせていただきまして、

その中で未受精卵に加えて３前核胚も対象とすると。その場合の入手の際の要

件について、詳しく書かせていただいてございます。 

 したがいまして、最終的には、この報告書の内容を指針に反映いたしまして、

いずれ、総合科学技術会議に諮問をさせていただきます。したがって、総合科

学技術会議の中でまた改めてこの点についてはご審議いただいてということに

なろうかと思います。今、この報告書の内容を指針に取り入れるという作業を

やっているところでございます。 

（薬師寺会長）はい。これは、２－４５では事実を述べられているという、そ

うですね。 

（永井安全対策官）そうですね。事実も書いてございますし、したがって対象

とすると。したがって、こういう場合には入手して可能であるというようなこ

とまで詳しく書いてございます。 

（薬師寺会長）わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

（森崎専門委員）吉村委員にちょっと確認させていただきたいのですが、生殖

補助医療の現場で、記述がございますが、「１万個以上の３前核胚が発生する

計算」とございますけれども、逆に言うと、体外受精においては１細胞期に３

前核胚であるのか、それとも正常の２前核を持つ胚なのかはすべて確認される

という理解でよろしいんでしょうか。 

（吉村専門委員）ほとんどが、受精後１８時間から２４時間の間に１度は見て

おりまして、その際に、これは２前核であるのか３前核であるのかということ

は確認していると思います。 

（森崎専門委員）すると、現在でも、その後の研究という前提で凍結されてい

るものもあるというお話でございましたが、その中には、これまでに１細胞期

の状態で凍結保存されているものもあるのでしょうか。 

（吉村専門委員）はい、あります。１細胞期胚で、ほとんどの１細胞期胚で凍

結されているものは、こういった異常受精のものが多いと思います。ですから、

３前核期胚を初めとするものが多いというように理解しています。 

（薬師寺会長）どうぞ。 

（森崎専門委員）よろしいですか。もう一点。 

 今、関連をしまして、という前提で、これまでの研究で、凍結された３前核
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胚からのクローンというのはいかがなのでしょうか。 

 私の理解では、これまでの研究は、３前核胚を凍結ではなくて、そのままの

状態でクローンの作成に利用するということだと思いますけれども、それにつ

いてはいかがでしょう。 

（阿久津先生）まず、マウスにおいての研究ですけれども、私もこの点につい

てはハーバードのグループに確認しましたが、彼らは凍結の３前核胚でクロー

ンは行っていないということでした。 

 人クローン胚においては、凍結した３前核胚を利用していますが、それは発

生をしなかったということでございます。ただ、数的にはそんなにたくさんや

っていないということでした。 

（薬師寺会長）少し、私のほうから２点お伺いしたいんですが、阿久津先生に。 

 例えば、３前核胚ができ上がった場合に、生殖補助医療の当事者にこれをご

説明して、そしてこれは吉村先生にお聞きするほうがよろしいのかわかりませ

んけれども、一応インフォームド・コンセントみたいなものがあって、そして

凍結をすると、保存すると、こういうことになりますか。 

（吉村専門委員）そういうご理解でよろしいかと思っています。 

 通常は、この３前核期胚と申しますと、これは廃棄させていただくというこ

とで、プロジェクトがもしあった場合、例えば異常受精胚に対して何らかの研

究をしたいと、この異常受精は何で起こったかという研究をしたいというプロ

ジェクトがあった場合には、これを凍結保存させていただく場合は、改めてイ

ンフォームド・コンセントをとるということになっています。廃棄を確認した

上でインフォームド・コンセントをとると。 

（薬師寺会長）そうですか、はい。 

 それから、これは阿久津先生にお聞きしたいんですけれども、有糸分裂期で

停止させる場合に薬を使うというふうにお話がありましたけれども、その薬の

影響というのは特にないわけですか。 

（阿久津先生）薬はノコダゾールというものを使うんですが、その薬の影響は、

特にその後の発生等見ましても、問題ないことになります。 

 あるいは、受精卵や卵子でノコダゾールを使ったほかの研究でも、特別、そ

れは長期的にその薬品につけるということに関しては影響が出ると思うんです

けれども、短期、この今回の目的のために短期間だけ使用するということであ

れば、特に、その後の発生やゲノムに対する影響というのはないと考えます。 

（薬師寺会長）ｉＰＳ細胞の場合には、使った初期化の場合のいろいろな遺伝

子みたいなものをつけると、がん化するというような話が一時ありまして、そ

れを解決するためにいろいろ研究者が努力していると。 

 この場合は、そういうふうヒト胚、クローン胚ができ上がって、そうした場
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合に後でがん化するとかそういうことは余り記録されていないわけですか。 

（阿久津先生）その点は解析したというのはございません。 

（薬師寺会長）そうですか。 

（阿久津先生）ただ、卵子にノコダゾールで処理して、その後、その核は取り

除いてしまいますので、直接的な影響というのはないと考えます。 

（薬師寺会長）そうですか、はい。 

 ほかに、何か先生方で。はい、石井先生。 

（石井専門委員）２点あるのですが、１点は吉村先生にお伺いしたいのですが、

１万ぐらい３前核胚があるということですが、それは通常の受精においてもそ

れぐらいあるのが体外受精だとわかるということなのか、体外受精だと頻度が

高くなるということなのかという点です。 

（吉村専門委員）恐らく、少しは頻度が高くなると思いますが、通常の受精に

おいても、こういったことが起こって何もおかしくはないというように認識し

ております。 

  顕微授精においては、精子を１匹入れるということのほうが多いですから、

ほとんどが３倍体は、極体が放出不全の状態であるというふうに認識していま

す。ですから、正常な生体内で起こる受精においても、こういったことは起こ

り得ると。 

（石井専門委員）２点目は阿久津先生に伺いたいのですが、今、卵子の核は除

いてしまうから、薬を使ったことは問題ないとおっしゃったのですが、先ほど

の説明ですと、ドナー細胞のほうも処理されるということでしたが、問題はな

いのでしょうか。 

 その点と、もう一つは、ドナー細胞については、これまで行ってきたクロー

ンに用いるドナー細胞と違いがあるのですか、同じですか。 

（阿久津先生）確かに、卵子の核は除いてしまいますが、この受精卵クローン

ですと、ドナー細胞も、やはり同じように同じ薬品で、染色体でとめなければ

いけません。その点につきましては、全く問題がないかどうかというのは、詳

細な検討というのは実際行っておりません。 

 ただし、そこからつくったＥＳ細胞なり、クローンマウスもつくっているん

ですが、その解析上では、特に大きな染色体の異常等はないというふうにこれ

まで報告されています。 

 ただ、長期的な解析というのは、まだ実のところ、このハーバードのグルー

プしか行っておりませんので、現在のところはっきりわからない、としか申し

上げられません。 

（石井専門委員）そうすると、従来の体細胞とは違う処理をしたものを用いて

いるということですか。 
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（阿久津先生）従来の方法でも、同じような方法をとる方法もありました。 

 ただし、従来の方法ですと、体細胞は、細胞によってですけれども、処理を

しないことが多かったので、今回の方法というのは、必ずこのノコダゾール、

あるいは染色体、有糸分裂期でとめなければいけないので、何かしらの薬剤、

ノコダゾールあるいはそれに類似したものを使用するということになっていま

す。 

（薬師寺会長）ほかにいかがでしょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。先に進んでよろしゅうございますか。 

 それでは、議題の２にまいりたいというふうに思います。 

 先生方、どうもありがとうございました。 

 それで、議題の２は、ヒトＥＳ細胞の樹立および使用に関する指針の件でご

ざいます。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

（三宅参事官）資料５をご覧ください。ＥＳ細胞指針における使用研究につい

ての論点という形で事務局でまとめさせていただいております。 

 一応、論点１と論点２、論点３ということになってございますが、論点１は、

なぜＥＳ細胞指針で二重審査について簡略化できるのだろうかと、そういうよ

うなことについてのまとめをつくったものでございます。 

 まず、論点１からご説明いたしますが、これは、机上配付資料の４８回、前

回の生命倫理専門調査会で事務局のほうから説明しました４－２の資料に主に

立脚した論点でございます。 

 １．胚を滅失して作製されるということにより、使用研究も厳しく規制され

ているが、それは、研究が進展したからといって変わるものではないのではな

いか。これは、前回の委員の先生からのご発言を採用させていただいておりま

すけれども、それにつきましては、一つの論点といたしましては、平成１９年

のＥＳ細胞指針の改正で、胚細胞から由来でありましても、ＥＳ細胞を分化さ

せた分化細胞は、分化能がなくなっている─全くなくなっているわけではな

いですけれども、すべての細胞には分化しなくなるような状態に分化させたも

のにつきましては、指針の規制対象から外しているということがあるというこ

とを論点として挙げさせていただいております。 

 ２．といたしまして、論点１の２．でございますが、あらゆる細胞に分化で

きる性質を持っているところから、倫理上の問題を惹起する可能性がある。こ

れは、先ほど言いました４－２の資料の引用でございますが、ヒト胚小委、平

成１２年３月の引用でございますが、ということも、使用研究を厳しく規制す

る理由にされていると。 

 １行あけて、その下の論点は、前回の議論の中で委員からのご発言を採用さ
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せていただいておりますが、多くの国では、ＥＳ細胞研究のガイドラインで、

樹立研究は非常に厳しく規制しているが、使用については研究機関内倫理審査

委員会に任されている。日本でそのようにできなかったのは、ＥＳ細胞が多様

なものに分化するということで、慎重な取り扱いが必要だと、当時考えられて

いたためということで、現状でもそう考えるべきかということでございます。 

 同じく、１行あけまして、前回の議論の中から採用させていただいておりま

すが、分化能ということについて考えると、ｉＰＳ細胞とＥＳ細胞に大きな差

はないが、規制の面では、ＥＳ細胞は、現状のＥＳ細胞指針が厳しくかかって

いるけれども、ｉＰＳ細胞につきましては、生殖細胞に分化させてはならない

というような程度の規制になっているということがあるということが論点とし

て挙げさせていただいております。 

 ３．は、同じく平成１２年３月、ヒト胚小委のところからの引用でございま

すが、使用研究はヒト胚そのものの滅失を伴うわけではないことから、将来的

には研究の実績を踏まえ、類型化がなされたものについてはその手続等を見直

すことも想定されるという論点が、ヒト胚小委の報告の中にあるということを

採用させていただいております。 

 あと、論点２といたしまして、国の関与のあり方という形で一応まとめさせ

ていただいておりますが、ＥＳ細胞の樹立研究とともに、使用研究についても

現状では国の二段審査になっているが、本来、ＥＳ細胞指針の趣旨では、本来

は二段目で審査するわけではなく、二段目は確認であると。 

 しかしながら、ＩＲＢとか倫理審査委員会について、まだ、体制ができてい

ない機関があるのではないかということで、その結果、実際の運用の中で内容

まで立ち入って審査しなければならない場合があるのではないかという論点を

挙げさせていただいております。 

 それから、外部倫理審査委員会の利用や、分配機関での倫理審査をきちんと

するようなシステムにしたほうがいいのではないかというような論点もちょっ

と挙げさせていただいております。 

 それから、論点３といたしまして、１．といたしまして、生殖細胞への分化

研究は禁止されているが、禁止事項をそのままとするのか、禁止事項について

も今回見直してはどうかという論点を、前回の議論の中でご発言がありました

ので、一応記録させていただく意味で１．として挙げさせていただいておりま

す。 

 それから、樹立研究についても検討すべき点があるという意見がございまし

たので、それも記録させていただいております。 

 本日は、主に論点２とか論点３に入る前に、そもそもＥＳ細胞指針の使用研

究については簡素化していいかどうかの基本的なところの論点でございます論
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点１について、中心に議論していただければと事務局では思っております。 

 以上でございます。 

（薬師寺会長）この資料５の論点でございますけれども、これは生命倫理専門

調査会の先生方が初めから議論をして、そしてどうするかということをお決め

いただきたいという点で、一応論点を先生方のお考え、前回のご発言なんかを

私のほうで整理させていただきまして、少しこういう論点があるなというふう

にまとめさせていただいております。 

 それで、ＥＳ細胞指針というものがございますので、その使用研究について

の指針を変えるのかどうかということでございますので、非常に重要な問題で

ございます。 

 それで、論点１は３つの点を書いております。 

 それから、論点２は国の関与のあり方みたいなものもきちんとやりまして、

論点３のほうは少し違った意味での論点に整理させていただいておりまして、

こういうような論点がすべて枠組みとしていいかどうかわかりませんけれども、

少し先生方のご議論を中心に進めていきたいと思いますので、こういうものを

つくらせていただきました。 

 何かご質問、ご意見、伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 位田先生。 

（位田専門委員）論点１の２．のところのその第２段落といいますか、「多く

の国では」というくだりですが、これはひょっとしたら私もそういう言葉を使

っているかもしれないんですが、「多くの国」というのは具体的にはどの国を

指すかということがはっきりしないんですね。 

 韓国では確かに樹立は国が関与して、使用については、国へのいわゆる登録

制をとっている。つまり国が全く関与しないというのではなくて、審査はＩＲ

Ｂであって国に登録をしているということは承知していますけれども、そのほ

かの国で、世界じゅうで一体今どのぐらいの数の国がＥＳ細胞の研究を許して

いて、かつ、どのぐらいの国が使用研究についてはＩＲＢに任せているという

ことになっているのか、そこまで詳しく承知しておりません。「多くの国は」

というのは非常にあいまいな言い方ですし、よく「外国で」という言葉が、実

はアメリカを指していたり、そういうケースがありますので、この辺の言葉遣

いはちょっと問題があるかなと思います。 

（薬師寺会長）これ、私も、これを大分何回も直している段階で気になってこ

ういうふうに箇条書きにしたんですけれども、確かに多くの国というのは、普

通、どの国を指しているかということは重要なので、これは事務局のほうでい

ずれ少し整理して、調べさせていただきたいと思います。 

 国によって、どういうふうなことになっているかということで、少し表みた
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いにして、ちゃんときちんと調べさせていただきたいと思います。 

 ほかにいかがですか。はい、高木先生。 

（高木専門委員）この専門調査会は、文部科学省などでかなりもまれたものが

上がってきて、それを承認するという形が多いと思うんです。けれども、この

論点３の１は、現在は文部科学省の委員会で、生殖細胞への分化研究をどうす

るかということが議論されていますが、その結果を踏まえないで、ここで最初

から議論するということでしょうか。 

（薬師寺会長）ここの論点３は、ｉＰＳ細胞の生殖細胞の問題とか、そういう

ご発言はもうあったので、やや論点３というふうに、すごく規則的にするのが

いいのか、あるいはその他の問題というふうにするのがいいのか、これは、ど

うすればいいかは、先生方のお考えに従おうと思います。こういうような問題

も当然ありますものですから、当面はＥＳ細胞指針ということになろうかと思

いますけれども、いかがでしょう、高木先生はどういうふうに。これは文部科

学省でいろいろ議論しているところでございますので、いずれここに上がって

くると思いますので、ここの部分は入れないということも当然考えられますけ

れども、どういうふうにすればよろしゅうございますでしょうか。当面は、論

点１、論点２のところに集中しているようにするのがよろしいのか、いかがで

しょうか。何かサジェスチョンございますでしょうか。 

 それでは、後で議論しますけれども、この論点３というのは、３ではなくて

少し違った方向ですから、文部科学省でも議論しているところでございますか

ら、少しここのところは、全然考慮しないというわけではありませんけれども、

その他の問題ということに書かせていただきましょうか。 

 石井先生、どうぞ。 

（石井専門委員）私自身は文科省のメンバーではないので、伺いたいのですが、

論点３の１．の問題、生殖細胞をつくることを認めるかどうかということは、

かなり重要な問題だと思います。生命を、また個体をつくり出すことにつなが

る研究ということだと思いますので、文科省でどういう方向でどのような議論

を進められるのか、それにもかかってくると思うのですが、研究として、これ

を認めてよいかどうかということは、かなり重要な問題だと思います。 

（薬師寺会長）これは、文部科学省のほうはこの点に関してどういうような。 

（永井安全対策官）生殖細胞の分化研究につきましては、その研究の有用性と

いいますか、生殖補助医療研究で活用できるのではないかとか、あと、これも

一つの考え方でございますけれども、クローン胚の作成に必要な未受精卵の入

手経路、新たな入手経路になり得るというような可能性も指摘されてございま

すので、こういった点も踏まえて、その是非について、認めるか認めないかと

いうことも含めて、今、文科省の中で、審議会でご検討いただいていると。本
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年４月からそのための作業部会を設立しましてご検討いただいているところで

ございます。 

 したがいまして、もちろん総合科学技術会議のほうでもご検討いただくとい

うこともあるかもしれませんけれども、まず私どものほうで問題点を整理して、

どれくらいニーズが、科学合理性があるんだとか、あと社会的妥当性があるか

ということをまず今洗い出して整理しているという状況でございます。 

（薬師寺会長）多分、石井先生、これは重要な問題です、生命倫理の点からい

っても。文部科学省のほうもそういうふうに考えて、学術審議会で議論してい

ますので、これがいずれこちらの生命倫理専門調査会のほうに上がってくると

思います。 

 ですから、こちらのほうも議論する、同時に並行して議論するということも

当然あり得ますけれども、文部科学省の学術審議会の議論の経過をやはり我々

知りながら、少しそれについて、お認めするかしないかということを議論する

のも、効率の点ではそっちのほうがいいんではないかと私は個人的に思います

けれども、いかがでしょう。 

（石井専門委員）はい、それでも結構ですが、ただ、ここに上がってくるとき

は、多分、認めるという結論が出たので、それをどうするかという話で出てく

る。認めないのであれば、多分、出てこないということになるのではありませ

んか。 

（薬師寺会長）そんなことはございません。差し戻しということも当然ありま

す。それは、総合科学技術会議の生命倫理専門調査会の力というのは、そんな

に低くないわけですので、それはそれで全然問題ありません。 

 ただ、こちらで議論をしていることと向こうが議論していることが並行して

いって、やや混線状態になっていくのが果たして効率的な議論に通ずるのかと

いう問題はありますよね。だから、そういう点では、少し、時々報告を受ける

ということでよろしゅうございますでしょうか。 

 はい。そういうふうにさせていただきたいと思います。 

 何か見えないところで議論されているというのは、生命倫理専門調査会とし

てもやや不本意なところがありますから、よろしくどうぞお願いいたします。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 この辺は重要な問題ですので、少しいろいろご議論をしていただきたいと思

いますけれども。いかがでしょうか。 

 全体として、具体的にヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針に関して、

やや今、この指針の流れからいうと、厳しい指針になっているわけです。 

 そのことに関して、そもそも生命倫理専門調査会としてはどういうふうに、

科学の進歩、そういうことに関して、法律といいますかレギュレーションみた
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いなものがそのままで変化がないというのもいかがなものかと思います。 

 そういう点で、例えば研究者のほうから、これを緩めてほしいとか、あるい

は、生命倫理専門調査会として、少し、そもそもそのＥＳ細胞指針における使

用研究、技術研究と違って使用研究に関して今後どう考えていくのか、どうい

うふうに考えることによって生命倫理専門調査会としても研究者の活躍みたい

なものを促進して、それが最終的に国民の医療とか、そういう問題が一体便益

になるのか、そういうようなことも含めまして、議論がそもそも必要なのかと

いうことが、生命倫理専門調査会の中で我々に付託されているわけです。重要

な問題でございますから、いかがでしょうか。ご意見をちょうだいしたいと思

います。 

 はい、田村先生。 

（田村専門委員）３．ですね、類型化がなされたものについてはというところ

で、現在、その類型化がなされたという点は、どのくらい言えているのかなと

思うんですけれども。 

（薬師寺会長）これは事務局のほう、３．の、論点１の３ですね。 

（三宅参事官）類型化という話ではないんですけれども、一回、肝臓の細胞に

分化させる研究をやっているところが、心臓の細胞に分化させる場合、現状で

は、もう一回、二重審査を受けるというような状況になっているので、同じ分

化させる研究について、一度審査を通過した施設については、類型化されたと

いうふうにみなすこともできるのではないかというような議論をする研究者も

おりますので、そういうことが今はできていないわけですけれども、そういう

ことではないかというふうに思っておりますけれども。 

（田村専門委員）そうすると、同一の研究所でやる、同一の研究所であると類

型化という感じなのですか。それとも、何か研究内容の類型化なんだろうと思

うので、一つの研究所で同じ研究を幾つもというよりは、特色のある研究をそ

れぞれなさっているんだと思うんですけれども、類型化の基準ですか、それを

教えていただければと思うんですが。 

（三宅参事官）そこら辺になってきますと、ちょっと個人的見解になってきて

しまうんですけれども、例えば、現状では、全く初めてやる場合も細かく心筋

細胞を分化させますというような計画を出さざるを得なくて、心筋細胞、何々

細胞と、余りたくさんメニューに挙げた形で計画を出す例は少ないと聞いてい

ますので、そういうことをパッケージのようにできればというのが私が研究者

から聞いている話でございます。 

（薬師寺会長）ほかに何かございますでしょうか、せっかくですから。 

 はい、高木先生。 

（高木専門委員）類型化といいますか、同じ研究所から出てきた場合は、倫理
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審査委員会も当然同じですよね。審議される内容も同じでということなので、

そういう場合は、最初の提出した機関とは同じ取扱いにしなくてもいいんでは

ないかということだと思います。 

（薬師寺会長）そうですね。よろしゅうございますか。 

 ほかに何かご意見いかがでしょうか。 

 前回のご議論で、大体の方向性はご議論いただきましたけれども、少し今後

の議論に即して、位田先生から言われた各国の規制の問題、どういうふうにリ

ラックスをした、その考え方のベースにある思想は何か、こういうのも含めま

して、倫理的な思想は何かということも含めまして、少し整理をして、ここの

部分、各国の状況みたいなものを次回までに少し用意させていただきまして、

もう少し詰めた議論をさせていただくということでよろしゅうございますでし

ょうか。 

 一応、論点としてはこういうような、それから国の関与の問題がございます

から、その点というものを大きな論点として、先ほどご議論がございましたｉ

ＰＳ細胞における生殖細胞、ｉＰＳ細胞だけではなくて分化するわけですから、

生殖細胞になる可能性がありますので、その辺の問題は少し文部科学省が議論

を進めていますので。それの報告を受けると、こういうことで、きょうは大体

の方向を決めていただいたと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか、そういうことで。 

 はい、町野先生。 

（町野専門委員）もしそちらでお調べいただくなら、２点ちょっとお調べいた

だきたいんですが、そのほかに。 

（薬師寺会長）どうぞ。 

（町野専門委員）論点１の２．のところにある、分化の可能性が非常に高いか

ら、どうして倫理上の問題が生ずるのかということをきちっとやはり言ってい

ただいたほうが。そうでないと、いつまでたっても「倫理上の問題がある」だ

けでぐるぐる回っていたら意味がないので。 

（薬師寺会長）どのようなことなのか。 

（町野専門委員）はい。恐らく、私の理解では、これは分化し得るから、一つ

は、キメラ人間ができる可能性があると。もう一つは、そこから生殖細胞が樹

立される可能性があると。その２つだと思いますけれども、あるいは、つくら

れたときに、とにかく分化能を持っている以上は、ヒト胚、受精胚と同質であ

るという、そういう意識があったのかもしれないと思いますから、そこらを少

し切り分けていただきたいというのが一つの考えです。 

（薬師寺会長）そうですね。 

（町野専門委員）それからもう一点は、２．のところで、この類型化の問題な
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んですが、これは、書かれた意図はどのようなものであったかというのは私は

まだちょっとわからない。 

 なぜかといいますと、これを見たときすぐ思いましたのは、この文章を見た

とき思いましたのは、遺伝子治療の指針ですね、あれが、ある範囲で類型化さ

れたものについては、審査を第二段目を省略したということは、このような一

回の改正があります。そのことが頭の中にあるのかなというぐあいにも思いま

す。 

 しかし、そうだといたしますと、そちらの意味での類型化とこれとは全く同

じことを考えたのだろうか、あるいは私が一番最初思いましたのは、第二段目

の審査というのも、かなりルーチン化しているというようなところが出てきて

いるので、そうだとすると、第２弾目はルーチン化しているから、ある意味で

は全部類型化されているからもう要らないんじゃないかと、そういう具合にも

ちょっと読めたわけで、一体どっちの趣旨であるかということでございます。 

（薬師寺会長）そうですね。 

（町野専門委員）よろしくお願いします。 

（薬師寺会長）はい、わかりました。非常に明確な問題点を言っていただきま

して、ありがとうございます。 

 よろしゅうございますでしょうか。はい、位田先生。 

（位田専門委員）論点１の、１．２．３．というのは、こういう意見があった

というふうに理解すればよろしいですね。つまり、これを一つ一つ議論すると

いうことではなく。 

（薬師寺会長）はい、そうです。 

（位田専門委員）基本的に、要するに…… 

（薬師寺会長）先生方のご意見の中に。 

（位田専門委員）ですよね。 

 だから、ここで議論する論点は、ＥＳ細胞指針の使用研究が、今、非常に厳

しい規制になっているのですが、それはそれなりに理由があり、それなりの手

続があるんですけれども、科学が進み、社会の考え方も変わってきている可能

性があるので、もう一回検討してみようと。 

（薬師寺会長）そのとおりです。 

（位田専門委員）そういうことでよろしいでしょうか。 

（薬師寺会長）そのとおりです。 

 やはり科学の進歩と社会的な需要も変化してきますので、そういう点に関し

まして、どういうふうに我々は規制みたいなものをどこまでどういうふうにす

るのが生命倫理専門調査会として結論が出るのかと、こういうことでございま

す。いろいろなところから、リラックスしてくれとか、要望はあります。そう



－26－ 

いうことではなくて、そもそも生命倫理専門調査会としてはどういう考えを持

つかということが一番重要でございますので、事実関係として、今、町野先生

が言われたようなことも調べまして、それから位田先生がおっしゃったように、

これは、ここに書いていますのは先生方のご意見ですので、生命倫理専門調査

会のオリジナルな考えでございますので、少しここで整理させていただいて、

提出させていただいたということでございます。 

 議事録みたいなものを提出するのはいささか問題でしたので、こういうふう

に整理させて、箇条書きで出させていただきました。 

 それでは、次回までに宿題をいただきましたので、こちらのほうで用意させ

ていただきます。 

 それでは、よろしゅうございますでしょうか。 

 はい、先生、どうぞ。 

（小倉専門委員）最後に一つつけ加えておきたいんですが、その論点３の２番、

２．なんですが、以前、樹立研究についても検討する必要がいずれ出てくるで

あろうということを申し上げましたけれども、実はこれは基礎研究であれば、

今樹立されているＥＳ細胞を使って研究で、ある程度事足りると思うんです。 

 ところが、それを将来、１０年後、２０年後にやはり国民に還元、医療とい

う形で、再生医療という形で還元することができるならば、やはり京大の方が

おっしゃっておられるように、拒絶の反応を考えると最低でも二百何十種類の

ＥＳを樹立しておく必要があるということになると思うんです。 

 ところが、今、一番問題点というのは、樹立されている細胞核はここ数年ほ

とんどないんです、新しく樹立されているのが。それがなぜかということを考

えると、やはりそのときの樹立とその余剰胚の獲得です。そこが一番問題にな

っているんです。 

（薬師寺会長）なるほど。 

（小倉専門委員）ですから、そういったことはまだ文科省でも触れられており

ませんし、やはり大所高所からそういったインフォームド・コンセントの問題

というのは、非常にこれはどこともいつも共通した問題に我々なっていますの

で、そこら辺のことをやはりこういう上の親委員会でまず議論するということ

も必要なのではないかなというふうに思います。 

（薬師寺会長）はい、わかりました。承知いたしました。 

 それは、多分先生方も同じような考えをお持ちだというふうに思いますけれ

ども、そもそも論の生命倫理専門調査会の問題ですから、インフォームド・コ

ンセントの問題、よろしゅうございますか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 これで議事は終わらせていただきますけれども、議事録につきましては、先
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生方のご確認をいただいて、公開させていただくことといたします。 

 最後に、事務局から次回の予定について。 

（三宅参事官）次回につきましては、現在調整中でありますし、かつ、本日、

宿題をかなりいただきまして、それの進捗状況をあわせて調整させていただけ

ればと思っております。決まり次第、またご連絡させていただきたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございます。 

（薬師寺会長）それでは、終わりたいと思います。 

 先生方、どうもありがとうございました。 

－了－ 

 


